
令和７年度大和高田市任期付職員採用試験案内 

 

令和８年２月２４日 

大和高田市 

 

令和８年５月１日採用予定の一般任期付職員の試験を次のとおり行います。 

この試験案内をよく読み、試験について理解した上で応募してください。 

 

 

 

 

 方法：郵送（簡易書留）のみ ※インターネット及び持参による受付はありません。 

 期間：令和８年２月２４日（火）～令和８年３月１０日（火）【必着】 

 ※提出期間後の受付は致しません。お早めに手続きをお願いします。 

 

１ 職種・採用予定人数・受験資格 

職種（区分） 
採用予

定人数 
受験資格 主な職務内容 

① 保育士・ 

幼稚園教諭 

（大学） 

５人 

保育士資格及び幼稚園教諭免許の両

方を有する人で、学校教育法による大

学（短期大学並びに当該資格及び免許

の取得によらない大学を除く。）を卒

業し、保育士又は幼稚園教諭として６

年以上の職務経験を有する人 市立こども園、保育所における保育の

専門業務 

② 保育士・ 

幼稚園教諭 

（短期大学） 

保育士資格及び幼稚園教諭免許の両

方を有する人で、学校教育法による短

期大学（当該資格及び免許の取得によ

らない短期大学を除く。）を卒業し、保

育士又は幼稚園教諭として９年以上

の職務経験を有する人 

※試験の結果、適任者がいない場合は採用を見合わせることがあります。 

※任用期間中は、地方公務員法が適用されますので、現在の業務を停止し、公務に専念することになります。 

（受験資格等に関する注意事項） 

※１ 「大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人で、高度専門士の称号を取得した人（当該受験資格 

該当課程であることの証明が得られるものに限る。）を含みます。 

※２ 「短期大学」には、専修学校の専門課程を卒業した人で、専門士の称号を取得した人（当該受験資格 

該当課程であることの証明が得られるものに限る。）を含みます。 

※３ 「職務経験」とは民間企業等又は公務員等において正社員（正職員）として、同一事業所に１週あた 

り３８時間４５分以上かつ１２月以上継続勤務していた期間のことをいいます。 

① 勤務時間は、就業規則・雇用契約等に規定されている時間で、残業等の時間は含めません。 

② 職務経験が複数ある場合は、通算することができます。ただし、育児休業、休職等で休んでい 

た期間は通算できません。 

申込方法・受付期間 

 



 ○次のいずれかに該当する者は受験できません。 

  （１） 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで 

      の者 

  （２） 大和高田市の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

  （３） 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結 

成し、又はこれに加入した者 

  （４） 日本国籍を有しない人で在留資格において就職等が制限されている者 

  （５） その他、地方公務員法に定める欠格条項に該当する者 

  （６） 特定性犯罪の前科がある者（詳細は８ その他を確認ください。） 

  

 

２ 任用期間、勤務時間 

任用期間は３年とします。 

（ただし、勤務成績を考慮して、最大２年の範囲で任期を更新する場合があります。） 

※基本的な勤務時間は、1 週間当たり３８時間４５分で、週休日及び祝日を除く午前８時３０分から午後 

５時１５分までです。 

 

 

３ 試験内容、試験日、試験会場等（合格発表 令和８年４月２日（木）予定） 

区分 試験内容 試験日・試験会場 提出書類 

第 1 次試験 個別面接 【日時】令和８年３月２３日(月) 

 

【試験会場】 

面接：大和高田市役所 

実技：高田こども園 

・受験票 

・誓約書 

・保育士資格及び幼稚園教諭免許 

の証明書 

・受験資格対象となる学校の卒業 

証明書 

第 2 次試験 実技試験 

（注）合格発表については、合否にかかわらず受験者全員に郵送で通知します。 

第 1 次試験及び第 2 次試験を同日に行います。両方の試験の合格基準に達した者を合格者とします。 

実技・書類作成 ・保育実技 

 

４ 受験手続 

（１） 提出書類 

試験案内、 

申込書の入手 
大和高田市役所のホームページからのダウンロードのみの対応となります。 

提出書類 

① 試験申込書 

② 学歴及び職歴 ＜追加用＞ ※追加する場合のみ 

③ 自己ＰＲシート（受験者自身が自筆したもの） 

④ 職務経歴書 

⑤ 受験票 

⑥ 受験票返信用封筒（110 円切手を貼り、宛先を明記した長 3 号、折り曲げ可） 

受付期間 令和８年２月２４日（火）～令和８年３月１０日（火）（必着） 

送付先 

封筒の表側に「大和高田市任期付職員採用試験申込書在中」と朱書きし、 

〒635-8511 大和高田市大字大中９８番地４ 

大和高田市役所 人事課  宛てに簡易書留で郵送してください。 



＜注意事項＞ 

※提出書類は、合否にかかわらず返却いたしません。 

 ※①～⑤はＡ４サイズ１枚で印刷したものを提出してください。 

※①試験申込書及び⑤受験票には申込前６ヶ月以内に撮影した同一の写真を貼り、写真の裏面に氏名を記 

入してください。 

※③自己ＰＲシートは受験者本人が黒又は青のボールペンで自筆したものを提出してください。 

※⑥受験票返信用封筒の宛名には、受験者の郵便番号、住所、氏名(様付け)を記入してください。 

 ※申込受付期間末日時点で書類が到着していない場合、期日までに提出書類の修正が完了しない場合は、 

受験申込の受付は行わず失格としますので、締切日には十分注意してください。 

 

（２） 受験票 

受験票は受付完了後に試験案内と共に提出された返信用封筒に入れて送付します。 

令和８年３月１９日(木)になっても届かない場合は、午後２時までに人事課まで連絡してください。 

 

５ 試験結果の開示 

  試験の結果（順位・得点）について、試験合格発表の日から起算して 2 週間まで、口頭により開示を請

求することができます。受験者本人が、本人であることを証明する書類（運転免許証等）及び受験票を持

参の上、平日の午前９時から午後５時までの間に人事課へお越しください。電話等による請求はできませ

ん。（請求者は不合格者に限る。） 

 

 

６ 合格から採用まで 

（１） 最終合格者は、合格発表日に作成する採用候補者名簿に登載し、令和８年５月１日に採用の予定 

です。 

 （２） 採用候補者名簿の有効期間は、登載日から１年間です。 

 （３） 受験資格に必要な職歴や資格・免許等の証明ができなかった場合は、採用候補者名簿から抹消し 

   ます。 

 

 

７ 給与 

  給料月額は、一般職の給与等に関する条例に基づき支給し、経験年数により加算されます。 

参考（令和７年４月１日現在の給料月額を基準とし、条例等の改正があれば変更となる場合があります。）  

 大学卒経験年数６年：給料月額２６２，８００円 

短期大学卒経験年数９年：給料月額２６５，０００円 

  他に地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、期末・勤勉手当等がそれぞれの条件に応じて支給され 

ます。 

  ただし、現在、市の財政健全化に資することを目的に、一部手当については減額措置を講じています。 

また、同目的により職責に応じて給料月額の減額を行う場合があります。 

 

 

８ その他 

・申込書の記載事項及び提出書類に不備がある場合は、再度提出を依頼することがありますが、このため 

に生じた申込みの遅延等には責任を負いません。受験手続には、十分注意してください。 

・受験資格がない場合、提出書類に不正があった場合又は試験を受験者本人以外が受けていた場合には、直 

ちに受験資格を取り消します。また、採用後において発覚した場合には、免職となることがあります。 



・当該試験のために提出された書類は返却しません。取得した個人情報については、今回の職員採用試験 

の実施及び採用後の人事管理のために用い、それ以外の目的には使用しません。また、個人情報の保護 

に関する法律及びその他関係法令に基づき、適正に管理します。 

・合格基準に満たない場合は、募集人数以下であっても不合格となります。 

・職種にかかわらず、採用後は他の業務に従事する場合もあります。 

・受験中に住所や連絡先等が変更になった場合は、必ず大和高田市人事課に連絡ください。 

・自然災害等の社会情勢により試験の日程を変更する場合は、本市ホームページでお知らせします。 

・保育業務へ従事するに当たっては、令和 8 年 12 月 25 日までに施行予定の学校設置者等及び民間教育保 

育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号。以下「 

こども性暴力防止法」といいます。）に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確 

認が必要となります。特定性犯罪の前科がある場合（特定性犯罪事実該当者の場合）は、こども性暴力 

防止法に基づき、本業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用条件の一つとして 

特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。 

・予め、採用選考過程において、誓約書により特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。（試験の際に誓約

書を提出いただく予定です） 

・申告事項が事実と異なり、資格や犯罪歴などの経歴詐称があると認められた場合は、内定を取消す可能性

があります。 

 

なお犯罪事実確認では、「特定性犯罪※」と呼ばれる罪を犯し、 

（１）拘禁刑の執行が終わってから 20 年が経過していないもの 

（２）拘禁刑の執行猶予の判決が確定してから 10 年が経過していないもの 

（３）罰金刑の執行が終わってから 10 年が経過していないものが確認の対象となります。 

 

※特定性犯罪の例（成人に対する性犯罪を含みます）不同意性交等、不同意わいせつ、児童買春、児童ポ 

ルノ所持、痴漢、盗撮、未成年淫行 など 

【参考】こども性暴力防止法（学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等

のための措置に関する法律） 

https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou 

 

 

９ 問い合わせ先 

  

受験手続、給与その他試験全般に関して 人事課    0745-22-1101 代表 内線 5173 

受験資格及び主な職務内容に関して 保育幼稚園課 0745-22-1101 代表 内線 2580 

 


